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   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な

範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要

な組織に関する事項を定めることを目的とする。 

   第二章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務 

 （設置） 

第二条 内閣に、復興庁を置く。 

 （任務） 

第三条 復興庁は、東日本大震災復興基本法（平成二十三年法律第七十六号）第二条の基

本理念にのっとり、東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋

沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）からの復興

に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 

２ 前項に定めるもののほか、復興庁は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にの

っとり、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい東日本大震災か

らの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする。 

３ 復興庁は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 

 （所掌事務） 

第四条 復興庁は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るため

に必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案



並びに総合調整に関すること。 

 二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本

大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関すること。 

 三 前二号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案

並びに総合調整に関すること。 

２ 前項に定めるもののほか、復興庁は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる

事務をつかさどる。 

 一 東日本大震災からの復興に関する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針

の調整に関すること。 

 二 東日本大震災からの復興に関し、関係地方公共団体の求めに応じて、政府全体の見

地から、情報の提供、助言その他必要な協力を行うこと。 

 三 東日本大震災復興特別区域法（平成二十三年法律第▼▼▼号）第四条第九項に規定

する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機

関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に

規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交

付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画

に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二

項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事

業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 

 四 前三号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること

（他の府省の所掌に属するものを除く。）。 

 五 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき復興庁に

属させられた事務 

   第三章 組織 

    第一節 通則 

 （組織の構成） 

第五条 復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務

を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内

閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 

２ 復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、

並びに内閣府及び国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第一条の国の行政機

関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能

を発揮しなければならない。 

    第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職 

 （復興庁の長） 

第六条 復興庁の長は、内閣総理大臣とする。 



２ 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法（昭和二十二年法律第五号）に

いう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。 

 （内閣総理大臣の権限） 

第七条 内閣総理大臣は、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 

２ 内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、

改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行す

るため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、復興庁の命令として復興庁令

を発することができる。 

４ 復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民

の権利を制限する規定を設けることができない。 

５ 内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告

示を発することができる。 

６ 内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関

及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 

７ 内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調

整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の

長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意

見を述べることができる。 

 （復興大臣） 

第八条 復興庁に、復興大臣を置く。 

２ 復興大臣は、国務大臣をもって充てる。 

３ 復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督

する。 

４ 復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 

５ 復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるとき

は、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。 

６ 復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行

政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。 

７ 復興大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、

内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう

意見を具申することができる。 

 （副大臣） 

第九条 復興庁に、副大臣一人を置く。 

２ 副大臣は、復興大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。 



３ 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。 

４ 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその

地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。 

 （大臣政務官） 

第十条 復興庁に、大臣政務官三人を置く。 

２ 大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。 

３ 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。 

４ 各大臣政務官は、第二項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所

掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。 

５ 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。 

６ 前条第四項の規定は、大臣政務官について準用する。 

 （事務次官） 

第十一条 復興庁に、事務次官一人を置く。 

２ 前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局及び機関の事務

を監督する。 

    第三節 復興庁に置かれる職 

第十二条 復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。 

２ 復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができ

る。 

３ 前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。 

    第四節 復興推進会議等 

 （復興推進会議） 

第十三条 復興庁に、復興推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。 

 二 東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をす

ること。 

第十四条 会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。 

２ 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 副議長は、復興大臣をもって充てる。 

４ 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 一 議長及び副議長以外の全ての国務大臣 

 二 内閣官房副長官、復興副大臣若しくは関係府省の副大臣、復興大臣政務官若しくは

関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大

臣が任命する者 

５ 会議に、幹事を置く。 



６ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

７ 幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。 

８ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 （復興推進委員会） 

第十五条 復興庁に、復興推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認め

る場合に内閣総理大臣に意見を述べること。 

 二 内閣総理大臣の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審

議し、及びこれに関し必要と認める事項を内閣総理大臣に建議すること。 

３ 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又

は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を

求めることができる。 

４ 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定

する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、

必要な協力を依頼することができる。 

第十六条 委員会は、委員長及び委員十四人以内をもって組織する。 

２ 委員長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内

閣総理大臣が任命する。 

３ 前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

    第五節 復興局 

第十七条 復興庁に、地方機関として、復興局を置く。 

２ 復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第

二号から第五号までに掲げる事務の全部又は一部を分掌する。 

３ 復興局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。 

名     称 位     置 管  轄  区  域 

岩手復興局 盛岡市 岩手県 

宮城復興局 仙台市 宮城県 

福島復興局 福島市 福島県 

４ 復興局の所掌事務及び内部組織は、復興庁令で定める。 

    第六節 雑則 

 （政令への委任） 

第十八条 前各節に定めるもののほか、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。 

   第四章 雑則 

 （職員） 

第十九条 復興庁に、復興事務官、復興技官その他所要の職員を置く。 



２ 復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 

３ 復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。 

 （国会への報告等） 

第二十条 政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、

その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。 

２ 政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。 

 （復興庁の廃止） 

第二十一条 復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成三十三年三月三十一日まで

に廃止するものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 附則第十三条の規定 公布の日 

 二 附則第十条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第▼

▼▼号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 

 三 附則第十一条及び第十二条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十三年法律第▼▼▼号）の公布の日又

はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 

 四 次条第一項（同項の表国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）の項（第六十

一条の六第一項及び第六十一条の七第一項に係る部分に限る。）に係る部分に限

る。）の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定

の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

 （他の法律の適用の特例） 

第二条 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用

については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 

財政法（昭和二十二年

法律第三十四号） 

第二十一条 内閣府を除

く。）、内

閣府 

内閣府及び復興庁を除く。）、

内閣府、復興庁 

地方自治法（昭和二十

二年法律第六十七号） 

第二百四十

五条 

国家行政組

織法 

復興庁設置法（平成二十三年法

律第▼▼▼号）第四条第二項に

規定する事務をつかさどる機関

たる復興庁、国家行政組織法 

 第二百四十

五条の四第

一項 

内閣府設置

法第四条第

三項 

内閣府設置法第四条第三項若し

くは復興庁設置法第四条第二項 

国家公務員法（昭和二 第十九条第 内閣府 内閣府、復興庁 



十二年法律第百二十

号） 

二項及び第

四項、第二

十五条第一

項並びに第

六十一条の

六第一項 

 第五十五条

第一項 

内閣府 内閣府及び復興庁 

 第六十一条

の七第一項 

及び内閣府 、内閣府及び復興庁 

国有財産法（昭和二十

三年法律第七十三号） 

第三十二条

第一項 

内閣府を除

く。）、内

閣府 

内閣府及び復興庁を除く。）、

内閣府、復興庁 

国家行政組織法 第一条及び

第二条 

内閣府 内閣府及び復興庁 

国家公務員宿舎法（昭

和二十四年法律第百十

七号） 

第二条第四

号 

内閣府を除

く。）、内

閣府 

内閣府及び復興庁を除く。）、

内閣府、復興庁 

地方交付税法（昭和二

十五年法律第二百十一

号） 

第五条第四

項 

並びに国家

行政組織法 

、復興庁並びに国家行政組織法 

旅券法（昭和二十六年

法律第二百六十七号） 

第二条第三

号 

内閣府を除

く。）、内

閣府 

内閣府及び復興庁を除く。）、

内閣府、復興庁 

災害対策基本法（昭和

三十六年法律第二百二

十三号） 

第二条第三

号イ 

並びに国家

行政組織法 

、復興庁並びに国家行政組織法 

 第百十一条 内閣府令 内閣府令、復興庁令 

行政相談委員法（昭和

四十一年法律第九十九

号） 

第二条第一

項第一号 

並びに国家

行政組織法 

、復興庁並びに国家行政組織法 

消費者基本法（昭和四

十三年法律第七十八

号） 

第二十八条

第三項第二

号 

及び内閣府

設置法 

、内閣府設置法 

  特命担当大

臣（前号の

特命担当大

臣 を 除

く。） 

特命担当大臣（前号の特命担当

大臣を除く。）及び復興大臣 

行政機関の職員の定員

に関する法律（昭和四

十四年法律第三十三

号） 

第一条第一

項及び第二

条 

内閣府 内閣府、復興庁 

交通安全対策基本法

（昭和四十五年法律第

百十号） 

第二条第十

号イ 

並びに国家

行政組織法 

、復興庁並びに国家行政組織法 

 第十五条第 及び内閣府 、内閣府設置法 



三項 設置法 

  特命担当大

臣 

特命担当大臣及び復興大臣 

多極分散型国土形成促

進法（昭和六十三年法

律第八十三号） 

第三条 内閣府 内閣府、復興庁 

国際連合平和維持活動

等に対する協力に関す

る法律（平成四年法律

第七十九号） 

第三条第七

号イ 

並びに国家

行政組織法 

、復興庁並びに国家行政組織法 

 第五条第六

項 

及び内閣府

設置法 

、内閣府設置法 

  特命担当大

臣 

特命担当大臣及び復興大臣 

環境基本法（平成五年

法律第九十一号） 

第四十六条

第三項 

及び内閣府

設置法 

、内閣府設置法 

  特命担当大

臣 

特命担当大臣及び復興大臣 

高齢社会対策基本法

（平成七年法律第百二

十九号） 

第十六条第

三項 

及び内閣府

設置法 

、内閣府設置法 

  特命担当大

臣 

特命担当大臣及び復興大臣 

特定非常災害の被害者

の権利利益の保全等を

図るための特別措置に

関する法律（平成八年

法律第八十五号） 

第三条第一

項 

含む。） 含む。）、復興庁設置法（平成

二十三年法律第▼▼▼号）第七

条第三項 

  第八条第五

項 

第八条第五項、復興庁設置法第

七条第五項 

  並びに国家

行政組織法 

、復興庁並びに国家行政組織法 

周辺事態に際して我が

国の平和及び安全を確

保するための措置に関

する法律（平成十一年

法律第六十号） 

第三条第一

項第四号イ 

並びに国家

行政組織法 

、復興庁並びに国家行政組織法 

総務省設置法（平成十

一年法律第九十一号） 

第四条第十

六号 

及び内閣府

設置法 

、内閣府設置法 

  第五条第二

項 

第五条第二項及び復興庁設置法

（平成二十三年法律第▼▼▼

号）第五条第二項 

  各府省 各府省及び復興庁 

 第四条第十

七号 

各府省 各府省及び復興庁 

行政手続等における情

報通信の技術の利用に

第十二条 又は各省の

内閣府令 

、復興庁又は各省の内閣府令、

復興庁令 



関する法律（平成十四

年法律第百五十一号） 

構造改革特別区域法

（平成十四年法律第百

八十九号） 

第四十八条 又は各省の

内閣府令 

、復興庁又は各省の内閣府令

（告示を含む。）、復興庁令 

武力攻撃事態等におけ

る我が国の平和と独立

並びに国及び国民の安

全の確保に関する法律

（平成十五年法律第七

十九号） 

第二条第四

号イ 

並びに国家

行政組織法 

、復興庁並びに国家行政組織法 

少子化社会対策基本法

（平成十五年法律第百

三十三号） 

第十九条第

三項 

及び内閣府

設置法 

、内閣府設置法 

  特命担当大

臣 

特命担当大臣及び復興大臣 

公益通報者保護法（平

成十六年法律第百二十

二号） 

第二条第四

項第一号 

国家行政組

織法 

復興庁、国家行政組織法 

地域資源を活用した農

林漁業者等による新事

業の創出等及び地域の

農林水産物の利用促進

に関する法律（平成二

十二年法律第六十七

号） 

第五十条第

一項 

関係府省 関係行政機関 

総合特別区域法（平成

二十三年法律第八十一

号） 

第六十九条 又は各省の

内閣府令 

、復興庁又は各省の内閣府令

（告示を含む。）、復興庁令 

２ 復興庁が廃止されるまでの間における行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成

十三年法律第八十六号）第二条第一項の規定の適用については、同項中「三 各省（総

務省にあっては、次号に掲げる機関を除く。）」とあるのは、 

「 三 復興庁設置法（平成二十三年法律第▼▼▼号）第四条第二項に規定する事

務をつかさどる機関たる復興庁 

 

 三の二 各省（総務省にあっては、次号に掲げる機関を除く。） 」 

 とする。 

３ 復興庁が廃止されるまでの間における東日本大震災復興特別区域法の規定の適用につ

いては、同法（第二条第四項、第十八条、第三十五条、第三十六条、第四章（第四十六

条、第四十七条、第四十八条第二項及び第六十四条を除く。）及び第八十三条を除

く。）中「内閣府令」とあるのは「復興庁令」と、同法第二条第四項中「内閣府令（告

示を含む。）・主務省令」とあるのは「復興庁令（告示を含む。）・主務省令」と、

「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第十二条第九項中

「内閣府」とあるのは「復興庁」と、同法第三十五条及び第三十六条中「内閣府令・主

務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第四十八条第三項中「内閣府令・



農林水産省令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令・国土交通省令」

と、同法第四十九条第二項及び第五十五条第二項中「内閣府令・農林水産省令」とある

のは「復興庁令・農林水産省令」と、同法第四十九条第六項中「内閣府令・国土交通省

令・環境省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令・環境省令」と、同法第五十三条

第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項中「内閣府令・国土交通

省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令」と、同法第八十三条中「又は各省の内閣

府令」とあるのは「、復興庁又は各省の内閣府令（告示を含む。）、復興庁令」と、同

法第八十四条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣、厚生労働大臣」と、「地

方支分部局」とあるのは「復興局又は地方支分部局」とする。 

 （内閣府令の効力に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行前に東日本大震災復興特別区域法の規定により発せられた内閣府

設置法（平成十一年法律第八十九号）第七条第三項の内閣府令は、この法律の施行後は、

前条第三項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法の相当規定に

基づいて発せられた相当の第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。 

 （処分等に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣がした認定、

指定その他の処分又は通知その他の行為（当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施

行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。）は、この法律の施

行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大

臣がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣に対してさ

れている認定の申請その他の行為（当該行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の

長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。）は、この法律の施行後は、この法

律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣に対してされ

た認定の申請その他の行為とみなす。 

 （内閣法の一部改正） 

第五条 内閣法の一部を次のように改正する。 

  附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。 

 ２ 復興庁が廃止されるまでの間における第二条第二項の規定の適用については、同項

中「十四人」とあるのは「十五人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「十八

人」とする。 

 （内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

  附則第二条の次に次の二条を加える。 

 第二条の二 第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの

間は、同条第一項第八号並びに第三項第七号の二及び第十五号に掲げる事務のうち東



日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴

う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第三条の二第二項において同じ。）か

らの復興に関するもの並びに第四条第三項第十四号の五に掲げる事務については、内

閣府の所掌事務としない。 

  （組織の構成の特例） 

 第二条の三 復興庁が廃止されるまでの間における第五条第二項の規定の適用について

は、同項中「国家行政組織法」とあるのは、「復興庁及び国家行政組織法」とする。 

  附則第三条の次に次の二条を加える。 

  （副大臣の定数等の特例） 

 第三条の二 第十三条第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、副

大臣の定数は、復興副大臣の職を兼ねる者を除き、三人とする。 

 ２ 第十三条第二項の規定にかかわらず、復興副大臣の職を兼ねる副大臣は、内閣官房

長官又は特命担当大臣の命を受け、内閣府の所掌事務（大臣委員会等の所掌に属する

ものを除く。）のうち東日本大震災からの復興に関連するもの（以下この項及び次条

第二項において「東日本大震災復興関連事務」という。）に係る政策及び企画をつか

さどり、東日本大震災復興関連事務に係る政務を処理する。この場合において、復興

副大臣の職を兼ねる副大臣についての第十三条第三項の規定の適用については、同項

中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第二項前段」とする。 

  （大臣政務官の定数等の特例） 

 第三条の三 第十四条第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、大

臣政務官の定数は、復興大臣政務官の職を兼ねる者を除き、三人とする。 

 ２ 第十四条第二項の規定にかかわらず、復興大臣政務官の職を兼ねる大臣政務官は、

内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、東日本大震災復興関連事務に係る政策及び企

画に参画し、東日本大震災復興関連事務に係る政務を処理する。この場合において、

復興大臣政務官の職を兼ねる大臣政務官についての同条第三項の規定の適用について

は、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の三第二項前段」とする。 

 （東日本大震災復興基本法の一部改正） 

第七条 東日本大震災復興基本法の一部を次のように改正する。 

  目次中「東日本大震災復興対策本部（第十一条－第二十三条）」を「削除」に改める。 

  第三章を次のように改める。 

    第三章 削除 

 第十一条から第二十三条まで 削除 

 （東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の一部改正） 

第八条 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法（平成二十三年

法律第九十九号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第二項中「東日本大震災復興対策本部」を「復興庁の長である内閣総理大臣」



に改める。 

 （東日本大震災復興特別区域法の一部改正） 

第九条 東日本大震災復興特別区域法の一部を次のように改正する。 

  第三条第三項及び第十一条第四項中「東日本大震災復興対策本部が作成した」を削り、

「について」を「を作成し、」に改める。 

 （国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第十条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 

  第二十二条のうち内閣府設置法附則第三条の改正規定中「前条第二項第一号」を「附

則第二条第二項第一号」に、「前条第三項」を「附則第二条第三項」に、「前条第一

項」を「附則第二条第一項」に改める。 

 （国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

の一部改正） 

第十一条 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律の一部を次のように改正する。 

  本則に次の一条を加える。 

  （復興庁設置法の一部改正） 

 第八十一条 復興庁設置法（平成二十三年法律第▼▼▼号）の一部を次のように改正す

る。 

   附則第二条第一項の表国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）の項を次のよ

うに改める。 

国家公務員法（昭

和二十二年法律第

百二十号） 

第三十二条第一項 内閣府 内閣府及び復興庁 

 第四十七条第一

項、第百六十四条

第二項及び第四項

並びに第百六十八

条第一項 

内閣府 内閣府、復興庁 

 第四十八条第一項 及び内閣府 、内閣府及び復興庁 

 （国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

の一部改正に伴う調整規定） 

第十二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が国家公務員の給与の臨時特例に関

する法律（平成二十三年法律第▼▼▼号）附則第一条ただし書に規定する規定の施行の

日前である場合には、前条のうち国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律本則に一条を加える改正規定中「第八十一条」とあるの

は、「第七十九条」とする。 

２ 前項の場合において、国家公務員の給与の臨時特例に関する法律附則第三条のうち国

家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律本則



に一条を加える改正規定中「第七十九条」とあるのは、「第八十条」とする。 

３ 第一項の場合において、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成二

十三年法律第▼▼▼号）附則第七条のうち国家公務員法等の一部を改正する法律等の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律本則に一条を加える改正規定中「第八十条」と

あるのは、「第八十一条」とする。 

 （政令への委任） 

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 



     理 由 

 東日本大震災復興基本法に基づき東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進するた

め、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を助けるとともに、内閣総理大臣が政府

全体の見地から管理することがふさわしい東日本大震災からの復興に関する行政事務の円

滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする復興庁を設置することとし、その所掌事務及び

組織に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


